
3.学 生支援プログラム

(1)経済的支援制 度

本拠点 に集うDC学 生が勉学,研 究 に打ち込

めるよう,経 済的にバックアップすることを目的と

して,下 記に示す種々の学生支援制度を実施し

ている。

・リサ ーチアシスタント(RA)制 度

グローバ ルCOEプ ログラム予算 により,DC学

生 を各 事 業担 当者 である指 導 教 員 のRAと して

雇 用 し,経 済 的 支援 を行 うことを 目的 とす る。月

額14万 円を支給す るこの制 度を,平 成20年 度

は5名,21年 度 は7名 のDC学 生 に適 用 した。

・COE大 学院学費免除制度

近畿大学予算によりDC学 生の授業料を全額

免除する制度を設けた。平成20年 度は5名,

平成21年 度は14名 の学生にこの制度が適用さ

れた。また,本 拠点では同様にMC学 生の授 業

料を半額免除する制度を設けており,平成20年

度はll名,平 成21年 度は17名 のMC学 生に

適用した。

これら学生の選抜 に当たっては,ま ず(1)これ

までに行った研 究の概要 と次年度計 画,(2)研

究業績,(3)トイックの成績 証明書,(4)指 導教員

の推薦書を提 出させる。この提 出書:類を基 に,

拠点リーダー,事 業推進担 当教員,農 学研究科

各専攻幹事からなるCOE学 生支援委員会で選

考を行い,そ の候補者を農 学研 究科長 が推薦

し,学 長が最終決 定を行うシステムで運営して

いる。

・大学院奨学金制度

近畿大学r算 により,DC学 生の中で特 に優

秀な学生に対し,,月額10万 円を支給する制度

を設け,2年 間で延べ4名 の学生が適用を受け

た。

この他,留 学生 には安価な居住施設として次

項で述べる国際交流センター(農 学研究科)や

近畿大学セミナーハウス(水 産研 究所)等 を整

備 し,勉 学に打ち込める体制を整えている。
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(2)国際交流センター

外国人留学生 ・研究者用の国際交流センター

として,民 間の管理人がいる食事付き宿泊施設

であるドルミー一ル学園前と契約し,2009年1月 に

「ドルミール」を設置した。

設置の 目的

ドル ミール は,本 学 のグローバルCOEプ

ログラム教 育 並 び に学 術 研 究 に係 る国 際

交 流 の促 進 に資 す るた め,外 国 人 留 学

生(以 下 「留 学 生 」という。)及 び外 国 人 研

究 者 の居 住,そ の他 国 際 交 流 上 有 意 義

と認 められ る者 の利 用 に供 することを 目的

とす る。

(ドルミール規程 第2条)

施 設概 要(ドル ミール)

(1)住 所

奈 良 市学 園前南3-13-14

(2)契 約部 屋数

5室(8畳 洋 室 ・全 個室)

(3)各 部屋 設備

ベ ッド,机,椅 子 。ユニットバ ス,冷 暖房 完備,

クローゼット

(4)共 同設備

ラウンジ,食 堂,共 同炊 事場,洗 濯機,乾 燥機,

冷蔵 庫,駐 車場(有 料)

(5)ゲ ストルー ム

暦 住者 の家族 の宿 泊 が可能

(6)食 事

希 望 により平 日の朝 食,夕 食

部屋数

現在は5部 屋を契約しており,入居希望者数に

応じて部屋数は変更可能である。

入居資格

(1)本 学 の博 士 後 期 課 程 に在 籍 しグロー

バ ルCOEプ ログラムに関 わる留 学 生

(2)本 学 にお いてグローバルCOEプ ログラ

ムの教 育 研 究 に従 事 するため,本 学 が受

け入 れた外 国 人 研 究 者

(3)本 学 においてグローバ ルCOEプ ログラ

ムの教 育 研 究 に 関 わる博 士 後 期 課 程 学

生,研 究 者

(4)そ の 他 館 長(グ ロー バ ルCOEリ ー ダ

ー)が 適 当と認 める者

(ドルミール規程 第8条)

入 居 者

現在 は,ド イツ人ボスドク1名,マ レーシア人博

士課 程学 生2名 が入居 している。その他,こ れ

まで にバ ングラデ シュ人 ボスドク,韓 国 人 ボスド

クも2～4ヶ 月入 居 していた。その他,空 き部屋

につ いては,グ ローバ ルCOE研 究員 の一時使

用も随時 行っている。

使 用料

(1)留 学 生 の寄 宿 料 は.月額1万 円 とす る。

(2)研 究 員(研 究 者)の 使 用 料 は,月 額4.5

万 円 とす る。

(3)一 ヶ月 以 内 の 宿 泊 に つ い て は,学 生

は 日 額400円,そ の 他 は 日額1500円 を

支 払 うこととす る。

(ドルミール規 程 第ll条)
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